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令
和
２
年
第
6
回
定
例
会
は
９
月
8
日
か
ら
23
日
ま
で
の
16
日
間

の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

町
長
か
ら
提
案
の
あ
っ
た
条
例
改
正
、
補
正
予
算
、
物
品
の
取
得
、

計
画
変
更
、
規
約
変
更
、
人
事
案
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し

た
。
決
算
の
認
定
は
一
般
会
計
が
全
会
一
致
で
不
認
定
と
な
り
ま
し

た
が
、
そ
の
ほ
か
の
会
計
は
全
て
認
定
し
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
で
は
6
人
の
議
員
が
登
壇
し
、
12
項
目
に
わ
た
り
理
事

者
に
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

一
般
会
計
決
算
の

認
定
に
反
対

一般会計決算を不認定
第６回定例会

特
別
委
員
会
設
置
へ

名
称
は
「
職
員
給
与
等
調
査
特
別
委
員
会
」

討
論

　

初
任
給
決
定
の
誤
り
を
最
初
に
知
っ
た
の
は
昨
年
の

8
月
で
あ
る
。
通
常
、
法
律
で
は
知
り
得
た
日
が
重
要

な
認
定
日
に
な
る
と
思
う
。
そ
の
時
に
き
ち
ん
と
し
た

調
査
が
さ
れ
ず
に
、
是
正
さ
れ
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ

て
い
る
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
決
算
の
認
定
に

つ
い
て
は
反
対
す
る
。

川　

上　
　

均　

議
員

　

町
職
員
の
初
任
給
決
定

等
に
つ
い
て
慎
重
に
調
査

す
る
た
め
、
6
人
の
委
員

で
構
成
す
る
「
職
員
給
与

等
調
査
特
別
委
員
会
」
を

設
置
し
、
こ
れ
に
付
託
す

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

　

選
任
さ
れ
た
委
員
は
次

の
と
お
り
で
す
。

職員給与等調査特別委員会

委員長 中　島　里　司

副委員長 川　上　　　均

委　員

山　下　清　美
鈴　木　孝　寿
奥　秋　康　子
加　来　良　明

和
元
年
度
の
各
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て
は
、
9
月
16

日
と
17
日
の
2
日
間
に
わ

た
り
審
議
を
行
い
ま
し
た
。

　

17
日
に
行
わ
れ
た
一
般

会
計
の
歳
出
全
般
に
お
け

る
質
疑
に
お
い
て
、「
定
例

会
最
終
日
の
23
日
に
行
政

報
告
（
専
修
学
校
卒
業
者

の
初
任
給
決
定
誤
り
の
件
）

を
予
定
し
て
い
る
と
聞
い

た
が
、
こ
れ
は
令
和
元
年

度
の
決
算
に
も
当
然
関
係

す
る
」
と
議
員
か
ら
発
言

が
あ
り
、「
昨
年
8
月
に
該

当
職
員
の
１
人
が
給
与
担

当
者
に
問
い
合
わ
せ
た
際
に
、

議員全員が「認定できない」と判断

令

き
ち
ん
と
し
た
調
査
が
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
は
大
き

な
問
題
」
と
指
摘
。「
誠
意

を
持
っ
て
対
応
す
べ
き
問

題
で
あ
る
」
と
述
べ
ま
し
た
。

そ
の
後
も
こ
の
件
に
関
す

る
質
疑
が
複
数
の
議
員
か

ら
あ
り
ま
し
た
。（
９
月
23

日
の
行
政
報
告
の
概
要
は

６
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い

ま
す
）

　

決
算
認
定
の
採
決
は
、

賛
成
者
に
起
立
を
求
め
る

起
立
採
決
で
行
い
、
一
般

会
計
の
採
決
で
は
議
員
全

員
が
起
立
し
な
か
っ
た
た
め
、

全
会
一
致
で
「
不
認
定
」

と
な
り
ま
し
た
。

一
部
職
員
の
初
任
給
を
め
ぐ
り
問
題
が
浮
上

議会が決算を認定しないと
どうなるの？

　不認定に伴う影響はありませ
んが、2019年4月1日施行の法改
正により、町長が何らかの措置
を講じたときは、速やかに議会
に報告して公表しなければなら
ないとされています。
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特別委員会の設置について（9/23） × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × ○
可否同数で、議長
裁決 ( ※ ) により
決　定

議員の賛否が分かれた議案 　議長は採決に加わりません　○：賛成　×：反対

令和２年第６回定例会で可決した　
新型コロナウイルス感染症対策関連の主な補正予算
事　業　名 補正予算追加額

（1万円未満四捨五入） 内　　容

オンライン会議用機器等
整備事業

105万円
　

大人数のオンライン会議にも対応できる機器等を役
場庁舎内に整備

高度通信網整備事業 6億6,385万円 町内全域に光ファイバーを整備し、町民全てが大容
量通信などを利用できる通信環境を整備するために、
電気通信事業者が行う設備整備を支援

新型コロナウイルス感染拡大に
伴う子育て世帯支援事業

680万円 ①国の特別定額給付金の対象外であった令和２年４
月28日以降に生まれた子どもへの給付（子ども１人
につき10万円）
②児童扶養手当を受給しているひとり親世帯への支
援（１世帯あたり３万円、子ども１人につき１万円）

保育施設給食調理室
衛生対策事業

24万円 御影こども園給食調理室 手洗い設備改修工事

インフルエンザ予防接種事業 956万円 65歳以上の予防接種費用について、本人負担なしの
無料にする。新たに妊婦も無料にする。
既に無料としている高校生以下の接種率上昇を予想
し予算を追加する。

福祉・医療施設等従事者
慰労金支給事業

1,400万円
※対象者 約700人

町内の福祉施設及び医療機関に勤務し、利用者や患
者と接する従業者に対して、慰労金2万円を支給する。

中小企業緊急支援事業
（追加措置）

１万円
※周知のためのチラシ
折込料

令和２年３月～４月の売上額が前年同期と比較して
20％以上減少した町内の中小企業へ給付金を交付し
ているが、その追加措置として対象期間を令和２年
３月～６月に拡大する。（既定予算6,000万円）

中小企業近代化資金
特例貸付事業

480万円 貸付総額３億円として利子等の補助を行ってきたが、
更に貸付枠を１億円増額することによる、保証料及
び利子相当分の補助

中小企業特別利子等補助事業 400万円 業績が悪化した中小企業者が金融機関等から融資を
受けた制度資金に対する、保証料・利子の自己負担
分の補助（上限、除外規定あり）

地域活性化商品券事業 2,400万円 プレミアム率30％の商品券を10,000組発行する。
（１組13,000円分を10,000円で販売）

小規模事業者
感染症予防対策給付事業

205万円 国の補助金を活用して感染症対策の設備等導入に取
り組む町内の小規模事業者に、自己負担分を給付する。

小中学校
モバイルＷｉ－Ｆｉ端末
貸出事業

47万円 自宅で端末を利用してオンライン学習等ができる環
境を整備するため、Ｗｉ－Ｆｉ環境がない家庭にモ
バイルＷｉ－Ｆｉを貸し出す。

学校再開に伴う感染症対策・学
習保障等に係る支援事業

492万円 消毒液・マスク等の消耗品、リモート授業用プロジ
ェクター、オゾン発生装置、体温検知機などの購入

中央公民館
会議用機器等整備事業

120万円 オンライン会議等に対応できる環境の整備

学校給食センター衛生対策事業 792万円 厨房内床改修工事、コンテナ消毒設備新設等工事
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